
令和８年度

介護職員
［初任者研修・実務者研修］

費用(受講料・教材費)の1/2を助成します！

★補助の上限額
初任者研修 5万円

実務者研修 10万円

★申請期限
令和9年2月26日

[ 補助の対象者 (以下の全てを満たす方)]

●研修修了日が、令和７年4月1日以降

であること

●研修修了後、市内の介護保険サービ

ス事業所に3か月以上就業し、現在も

就業している方

●就業先の介護保険サービス事業所の

運営法人に直接雇用されている方

本補助金は予算の範囲内で交付するため、年度の途中で事業終了となる場合があります。

その他詳細については
市ホームページをご覧ください↓

問い合わせ・郵送先

習志野市健康福祉部介護保険課給付係

電話 : 047-453-7345

住所 〒275-8601 習志野市鷺沼2丁目1番1号

習志野市内
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